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第 4回 高知県森林整備公社経営検討委員会 

 

 

開催日時  平成 22年 5月 20日（木） １８：００から１８：４５  

開催場所  県庁本庁舎２階第二応接室 

出 席 者 （委員） 

根小田渡委員長、金子努委員、高村禎二委員、戸田文友委員、 

中越利茂委員、橋本誠委員、森永洋司委員 

      （高知県） 

       臼井林業振興・環境部長、大原林業・振興環境部副部長、 

大野森づくり推進課長、久武企画監、田所行政管理課長、 

笹岡福利厚生課課長補佐 

欠 席 者   武田裕忠委員 

 

 

 

（事務局） 

それでは、高知県森林整備公社経営検討委員会を始めさせて頂きたいと思い

ます。 

事務局を担当しております、久武です。よろしくお願いします。 

委員の皆さんには昨年度に引き続きまして、高知県森林整備公社経営検討委

員会の委員をお引き受け頂きまして、誠にありがとうございます。 

本日は武田委員さんが所要により欠席おりますので、ご報告させて頂きます。 

それでは、早々ですが本日の委員会を開会したいと思います。平成 22年度の

第 1 回目でございます。通算すると 4 回目の会になりますが、日程については

お手元の会議次第のとおりでございます。資料の方は付箋をつけておりますが、

資料の 1 が現地調査のペーパーでございます。それと、次の資料 2 の方が、高

知県森林整備公社経営検討委員会設置要領でございます。それから資料の 3が、

高知県森林整備公社経営検討委員会スケジュールでございます。それから資料

の４が、全国の林業公社の改革プラン等における経営改善対策の内容のとりま

とめでございます。委員の皆さん資料はございますでしょうか。 

それでは、資料はあるということですので、会議を始めさせて頂きたいと思

います。 

先ほども言いました通り、22 年度の最初の委員会でございますので、臼井林

業振興・環境部長の方からご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 
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（臼井林業振興・環境部長） 

本年度最初の委員会ということで、一言ご挨拶を申し上げます。 

まず委員の皆様方には、大変お忙しい中、森林整備公社の経営改善につきま

してご協力頂き、誠にありがとうございます。また、昨年度に引き続きまして

今年度も、森林整備公社経営検討委員会の委員を快くお引き受け頂き、ありが

とうございます。 

森林整備公社をとりまく状況につきましては、全国的に非常に厳しい状況に

ありまして、各都道府県様々な経営改善策が行われています。中でも昨年度に

つきましては、神奈川県での公社の廃止、それと群馬県での事業縮小等を打ち

出すなど、全国的にも大きな動きが見られました。当県におきましては、昨年

11 月に当委員会を立ち上げさせて頂きまして、委員の皆さま方に公社の今後の

方向性について、ご検討を頂いております。今年度も引き続き、公社のあり方、

また抜本的な経営改善に、またご検討を頂きたいというふうに思っております。 

今後のスケジュールにつきまして後ほどご説明致しますけれども、本年度末

までに改革プランの策定をお願いをしたいと思っておりますので、どうかよろ

しくお願いをします。県としましては策定して頂く改革プランを基に、真剣に

経営改革に努めると共に、他県とも連携を取りながら、国に対して公社への支

援策の提案等も積極的に行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願

いを致します。簡単ですけれども会に先立ちましての挨拶とさせて頂きます。

どうかよろしくお願い致します。 

 

（事務局） 

続きまして、今年度 4 月 1 日付けの定期の県の異動に伴いまして林業振興・

環境部の副部長に就任しました、小原副部長を紹介させて頂きます。 

 

（小原林業・振興環境副部長） 

副部長の小原でございます。この 4 月からでございますが、どうかよろしく

お願い致します。 

 

（事務局） 

それでは先ず議題に入る前に、報告事項と致しまして、前年度の第 2 回目の

委員会の際に、委員の皆様から現地を見るというご意見がございまして、現地

調査につきまして、先月の 4月の 30日と 5月の 6日に実施をしましたので、そ

の資料を付けております。それについて少しご報告をさせて頂きたいと思いま

す。ほとんどの委員さんが出て頂いて、橋本先生と武田先生には来て頂けなか

ったんですけども、報告というよりも現地を見て頂いておりますのでわかると

思いますが、二ヵ所見て頂きました。基本的には良い山というかですね、良い
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方の山と悪い山というような種別で見て頂きました。見て頂いた結果はまたご

意見を頂ければなと思っておりますが、良い山というかランク的には５段階を

つけまして、A ランクという位置づけをしている山を見て頂きました。ひとつ

は香美市の方で最初に見て頂いたと思います。上ミ中山、三つ一緒になってい

る山でございますが、ここの山が Aランクという山で、見て頂いたように林道、

道が出来てまして中まで入って頂いたということでで、比較的いい印象があっ

たのかなと思っております。これについては面積的には 13haくらいから 40ha

弱くらいの面積のとこを見て頂きまして、良い山についてはヒノキが多いとい

うような植栽の関係をしております。 

 それで、現地でもご説明をさせて頂きましたけども、前回、我々公社の方が

長期収支を出した時に A ランク、B ランクとつけているとこなんですが、A ラ

ンクというのは基本的に収支が合うということでございまして、基本的には 18

年当時の資産評価というか長期収支の中で、試算をした結果によると上ミ中山

というかたちのとこが約２千万円くらい、A ランクを三つ見て頂きたいんです

けども、約２千万円から５千万円弱の収支の黒字が見込める山ということで、

木材価格等にもよりますが、18 年当時のランク付けをした時にはそういう位置

づけをした山でございました。 

それから、昼から見て頂きました城ノ尾山という山でございますが、本山町

にございますが、これについてはランクとしては Dランクをつけております。 

林内まで入れなかったんですけども、対岸で見て頂いたということで、少し

崖地といううかですね雑木に負けてるというか、雑木が生えとったというよう

な印象であったというふうに思います。あの山につきましてもやっぱり約 40ha

くらいの面積でございまして、先ほどと同じように 18年度の資産評価をすると

ですね、ここの山については５千万円強くらいのマイナスが出る見込みである

というような資産をした山でございまして、見て頂いた感想又はご意見を頂け

たらと思うんですが、代表的なというかですね、良い山と少しランク的に低い

山というような山を見て頂きましたんでですね、現地を見て頂いた皆さんのご

意見というか報告ということでもないんでしょうけど、一応そういうような状

態の山を見て頂きましたということでご報告に代えさせて頂きます。 

もし何かご意見がございましたら、頂ければなというふうに思っております

が。 

また、会の中ででもというかたちになるんでしょうか。 

 

（根小田委員） 

Ａランクの比重というか、公社のかかわってる森林の中でＡランクのウェイ

トは何パーセントくらい？ 
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（事務局） 

Ａランクはですね、約半分。 

前回配ってあります資料、最初に配らして頂いた資料でいうと、面積的には

先ほど言いましたように、47％、約半分弱くらいの面積を占めていると。ちな

みにＢというランクが約 25％、Ｃが 11％弱、Ｄが 5.5％、Ｅというのが一番悪

いんですが、それが 11％くらい。面積的にいうと。そういうパターンでござい

ます。その結果が 29億弱の赤字というか返済が不可能というような計算をした

もとの山でございます。 

 

（高村委員） 

後でいいんですけど、それぞれの山によって、Ａランクで何齢級だと 1 ヘク

タールあたりの材積がだいたい何 m3 くらいあるかとか、そういうふうなとこ

ろをまとめた資料がもしあったらですね、すぐにはないかもしれませんが、多

分どこかでまとめられているんじゃないかと思うので、それを頂けたらだいた

い資産価値というのはわかってくるんで。 

 

（事務局） 

わかりました。材積表でいろいろ計算をしてますんでですね、またお持ちす

るなり、今日は手元にないものでですね、また後でお持ちさせて頂くというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（高村委員） 

はい。それはＡランクだけじゃなくＢとか他のランクでも？ 

 

（事務局） 

全部評価をしてますんで、基本的にはわかると思うんですよ。どういう答え

方をするかは公社と相談させて頂いて、また委員会の方に提出して頂くなりさ

せて頂きたいと思います。 

それでよろしいでございましょうか。また後で、ありましたらご意見を頂け

ればと思います。 

 

それでは引き続きまして会議次第に基づきまして、議事に入りたいと思いま

す。議事の 1 でございますが、委員会の運営体制についてでございます。今回

の委員会は先ほども申しましたとおり、昨年度から引き続きまして議論、検討

頂くために、前回と同じ委員の皆さんに就任をして頂いております。設置要綱

によりますとですね、委員長の選任については委員の互選になっておりますが、

昨年度から同じメンバーで委員を引継いで頂いておりまして、検討をして頂く
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ことになっておりますので、できましたらですね、昨年度と同じ体制で運営を

願えればと思うんですが。事務局の方から言うのも変な話なんですけども、前

回の引き続きといううようなことでご理解頂ければなと思っておりますが、い

かがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

（事務局） 

異議なしということでございますので、申し訳ございませんが委員長には、

前年度に引き続きまして根小田委員の方でお願いをしたいと思います。よろし

くお願いします。 

それでは委員長、申し訳ありませんが。 

 

（根小田委員） 

誠にせん越ではございますが、みなさんのご指名にも、交通整理以上のこと

ができるかどうか分かりませんが、財務会計、それから現場の専門家の方たち

にご協力を得て、いい報告ができればと思っておりますのでよろしくお願いし

ます。 

それでは、設置要綱第 3 条第 3 項に基づき、委員長の職務代理及び会議の公

開についての確認でございますが、昨年度からの継続ということですので、委

員長の職務代理についてはそれが必要な段階で委員長が指名するということで

よろしいでしょうか。必要な事情が出てきた時に指名すると。それから、会議

の公開につきましては、原則として公開しますということにしたいと思います

がよろしいでしょうか。はい、それではそういうことで進めさせて頂きます。 

それでは次の議事に入りたいと思いますが、事務局の方で今後のスケジュー

ルについて、説明お願い致します。 

  

（事務局） 

はい。配布している資料３でございますが、スケジュールを簡単に表に書い

ております。一番上の方で平成 22年の４月、この検討委員会による現地調査を

させて頂きました。４月の 30日と５月６日、先ほどご報告させて頂いた通りで

ございます。それで２段目の５月の欄ですが、本日５月の 20日に第 4回目の委

員会を開かせて頂いたと。この委員会の中では今後のスケジュール、それから

改革プランを策定して頂くということを考えてますので、骨子、どういうかた

ちで進めていくのかと、内容の整理をして頂ければなあというふうに思ってお

ります。基本的には、中程の９月に素案の議会報告というふうに書いてござい

ます。基本的には委員会の中で、改革プランを作って頂くということをお願い
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をしたいということと、できましたら９月頃までに素案を作って頂いてですね、

議会等にも報告をしながらですね、ご意見を聞くというようなことではいかが

でございましょうかということで、素案を仕立てて頂いて、議会でご報告させ

て頂いて、議会とか、県民の方からご意見がございましたら、それを反映する

かたちでまたご報告をさせて頂いて、委員会の方で議論をして頂きたいなとい

うふうに考えております。そういうようなスケジュールを組んでおりまして、

９月まで、まあ８月までにですね、毎月１回くらい委員会を開催をさせて頂け

ればなと、今のとこ５月の末で今日が 20日でございますので、６月、７月、８

月の３回、今日入れて４回でですね、素案というものを作って頂ければなとい

うふうに考えております。それから、９月の方の議会が、我々も県議会がござ

いますので、それでご意見等々がございましたら、次回の８回目の 10月を予定

をしておりますが、議会の意見を委員会の方にご報告させて頂いて、修正でき

ることについては修正をして頂く、議会の意見を踏まえて検討をして頂ければ

なというふうに思っております。それからこの中で、右の方に新森林資産評価

基準ということを書いてございますが、実は、前回もお話しさせて頂きました

が、今の森林整備公社の資産についてはですね、投資額をすべて資産に計上し

ているということでございまして、今のとこ地方の方でですね、会計基準を全

国的に統一をしようということでですね、府県と専門家、公認会計士がですね、

議論をしているところでございまして。一定の方向性が出てくるということで、

森林の資産についてはこういうことの評価をするというような基準をつくる予

定をしておりまして。国、総務省、林野庁にもですねオーソライズというか協

議をしていきながら、全国的な基準にしたいと思っておりますので、その基準

が 10月頃、遅くとも７月、８月頃には出るんだろうということでございますの

で、その案も加味しながら改革プランの素案を作って頂ければなというふうに

思ってます。最終的には今年度中ですが、今の計画では、来年の１月にこの委

員会の 10回目の委員会でですね、改革プランを策定をして頂いて、最終的には

県の方の２月議会に報告して、最終的には意見を頂き、それでそのプランに基

づいて、県なり公社なりが、そのプランに沿った改革をしていくというような

スケジュールを考えております。最終的には、さっきも言いましたように１月

頃をめどにしていますが、県の方に改革プランを提言を頂くというようなこと

で、想定をしているということでございます。以上でございます。 

 

（根小田委員長） 

はい。ありがとうございました。事務局の方から今後の検討スケジュールを

説明頂いた訳ですが、いかがですか。何かご質問等ございましたら。 

 

9月の議会に中間的な素案を出すというのはまあだいたい、後の方、最終的に
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改革プランの策定時期については議論の進行状況で多少のこう、会議の回数な

んか変わる可能性があるということで。 

  

（事務局） 

はい。それはもう結構でございます。 

 

（根小田委員） 

先ほどの新森林資産評価基準ですか。これはいつ頃できるのですか。 

 

（事務局） 

今鋭意やっているとこでございまして、なかなか今まで林業公社についてで

すね、そういう基準が無かったものでですね、なかなか各公社の考え方もあり

ますので、できましたら来月にはですね、骨子が出てくるだろうというように

想定をしてますが、ただ 40公社ございますんでその調整等々、国との調整がご

ざいましてですね、遅くとも 8 月頃までにはですね、出していきたいとは思っ

てますが、できましたら 6 月頃には骨子というかですね、資産の評価だけでも

出していきたいなというふうに思ってますんで、少しまあ、高知県も委員に入

ってますんでですね、その情報も含めながらご説明をしながら、ということに

したいとこなんですが。 

 

（根小田委員） 

ほか何かご質問はよろしいでしょうか。 

ということですので、だいたいこういうスケジュールで検討してみたいと思

いますのでよろしくお願い致します。 

それでは次の議題ですが、高知県の森林整備公社の改革プランの策定にあた

って、いろいろ参考になると思いますので、他府県の現改革プランの策定状況

でありますが、他府県の公社が独自に作成している経営改善計画等の内容につ

いて事務局の方から少し調べて頂きましたので、説明の方をどうぞ。 

 

（事務局） 

はい。資料 4を見て頂きたいのですが、全国に森林整備公社が 40ほどありま

してですね、とりあえず委員会のために取り寄せました。現物については、見

て頂きたいと思うんですけども、改革プラン等の策定状況ということで１の、

策定状況でございますが、実は改革プランにつきましては、次の A３のとこを

見て頂きたいんですが、上の方の星印の１番でですね、改革プランとはという

ことで、平成 20年の 6月 30日付で総務省の方から通知がございまして、「第三

セクター等の改革について」という通知がございまして、その中で改革プラン
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を作って、ちゃんと専門家のご意見を聞いてですね、改革しなさいというよう

な通知が出てました。その通知に基づいて改革プランを作ってるとこが 2 県ご

ざいます。2県というのは山梨県と愛知県でございます。それと、林業公社等が

独自に策定した経営改善計画等というのが、11 公社ございます。それから、高

知県のように、外部委員の検討会による報告書等で計画してるのが 7都道府県。

神奈川、石川、島根、山口、徳島、熊本、鹿児島というとこでございます。こ

の中で、先ほども部長の方からご挨拶の時に申しましたが、神奈川県について

はですね、こういうとこの中で廃止も含めて検討するということで、実はそう

いう方向で今、神奈川県の方は進んでいるというように聞いております。そう

いう意味で言うと、40の公社がございますが、20の公社の中で何らかのそうい

う計画を作っておられると、20 については、いずれも策定をしないというよう

な調査結果をしております。それから、改革プランというか計画の中身でござ

いますが、２番のほうで経営改善対策の内容ということで、大項目として、増

収対策、それから金利対策、一般管理費対策、森林経営費対策、それから県の

財政的支援というような大きな項目をつけまして、区分を加えております。こ

の中で一番、改善計画の中でも対象となっているベスト３と言いますか、上の

方から見て頂くように３番であります分収割合の見直しについては、16 の公社

の計画の中で、そういう項目がうたわれているということでございます。それ

と、ベスト３でいうと、真ん中の７番で、人件費の削減、組織の見直し等によ

るコストの削減、これが 11の公社でそういう項目が記載をされてると。それか

ら次の下の方に見ていくと、10 番の、事業手法等の見直しによる事業費コスト

の削減というのが、15 の公社で出されてるということでございます。こういう

かたちで色々見てみますと、やっぱり分収林の見直しをどうするかというよう

なことと、やはり事業費、それから管理費等の削減、それから事業費の見直し

をしてということで、改革の提言等々を頂いていくということで、詳細につい

ては後の２、３の方で示してございますが、この中で特に注目に値するのは、

６番の中で不採算林の契約解除による繰上償還というのが１公社、山口の公社

でそういう提言がされております。それから８番の森林の評価、資産査定によ

る施業方法の見直しを提言をされているのが４公社がございます。これについ

ては、秋田、島根、高知もこれに入っておりますが、それと長崎というかたち

で。それと、特徴的なところが 11 番の不採算林、不成績林の整理というのが、

８の公社の中で、提言をされているということでございます。こういう中で項

目的に先ほど言いましたように、いろんな提言を頂いてるんですけど、そうい

うような提言の中で頂いてる。実際、さっきも言いました総務省の示された改

革プランで、実際できてるのが二つの県しかないということで、今現在、各県

の方が策定のためのこういう委員会で、外部の委員さんと検討しているという

ことでございます。特に、先ほども言いましたように、関東周辺の方の公社に
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ついてはですね、神奈川県をはじめ前回ご説明した群馬県もですね、縮小等々

を検討していると。それから、先日、栃木県についてもですね、少し事業の縮

小等々を、考えているというような新聞記事がでてまして、関東周辺の方で、

少しそういう動きが出てきているというような傾向もございますということで

ございます。特にこれについては、プラン的なもので見て頂いたらいいんです

けども、基本的にはそういう項目出しをして、検討をして、これから都道府県

の方が改善なりその提言に沿った施業をしていくというようなかたちでござい

まして、多いのはやっぱり分収林の割合とか、長伐期化とか、施業の簡素化と

かそういうのは、報告の中で提言を受けてることが多いのではないかなという

ことでございまして、先ほども言いました通り、高知県の方は抜本的な経営改

革ということで、少し、高知県の方がこれから議論して頂ける方が先行するの

かもわかりませんが、そういう視点をたて、そういう県が出だしているという

ような、全国的な状況ではないかなというふうに思っております。簡単で申し

訳ありませんがそういうことでご報告させて頂きます。 

 

（根小田委員） 

はい。ありがとうございました。他府県の検討状況、改革プラン等の作成状

況について、概略的な説明を頂いたんですが、何かご質問はございませんでし

ょうか。 

 

その資産評価なんかをやったうえで、やってるところはあまりないんですか。 

 

（事務局） 

そうですね、まだそこまでやってるというのは聞いておりませんのでですね。

やりつつあるというとこだと思いますんで、全国の公社を含めてですね、さっ

き言ったように、会計基準を少し待ってるというところもあると思いますね。 

 

（高村委員） 

例えばですね、分集率の変更とかいうのは結構あったんですけど、そういう

のは簡単にできるもんなんですか。それとも何か、地元の調整を一所懸命やっ

て取りつけたみたいな、そういうことなんでしょうか。 

 

（事務局） 

我々が聞いているのは、契約をしていましてですね、契約の中で基本的には 6

対 4、というのが基本ベースなんですけれども、それを変えようとしてますんで、

当然、契約の変更になりますんで、土地所有者全員の同意を貰わないといけな

いということで、現実的にはそういう提言を頂いてるんですけども、費用対効
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果から言って、なかなか進まないというのも、実態のとこがございましてです

ね、各県が少し苦慮してるところもあるように聞いておりましてですね。でき

るとこはできてるんですけども、最終的には全部はできてないというところで

あって、都道府県公社サイドも不公平感があるということで、少し悩んでると

いうのが実態というふうに聞いております。 

 

（根小田委員） 

他、いかがですか。 

 

特にご質問ないようですね。 

それでは次に進めたいと思いますが、先ほど今後の検討スケジュールのこと

でご了承を頂きましたように、今回から本格的に森林整備公社改革プランの策

定作業に入っていくわけですが、この改革プランの策定にあたりましてですね、

どういうかたちで考えていくか、そのあたりのことで何か委員の方でご発言、

ご意見等ございましたらお出し頂ければと思います。いかがでしょうか？ 

 

（森永委員） 

私ども診断士の方は、民間企業の再生計画に携わってるんですけども、それ

を策定するにあたりまして、一般的に使われているのが事業デューデリジェン

スというものなんですけども、これをご参考に見て頂ければ感じが出てくるん

じゃないかと思いますので、どうでしょう。 

  

（根小田委員） 

誠に申し訳ありません。 

デューデリジェンスというのはどんな意味ですか。 

 

（森永委員） 

これはですね、まだ日本語の代わりになってないですね。私も横文字は嫌い

なんですけども、訳しますと事業の評価ですね、ですからもう少し噛み砕いて

言いますと、再生できるのかどうか、見通しはどうか、あるとすればどういう

方向で再生していくのか。ということを検討する作業でございます。 

 

（根小田委員） 

ひとつの、考え方ですか。 

 

（森永委員） 

そうです。それが、一応フォーマットみたいなかたちでありますので、それ
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に沿って、まあ全部は応用できないと思いますが、特殊性がありますので、そ

れを少し応用できたらよろしいかなと思いまして。 

 

（根小田委員） 

わかりました。森永委員からの今のご意見、ご提案を頂きましたが、どうい

う視点、考え方なのかをちょっとご説明頂いてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

それと、頂いています内容を配布させて頂いてよろしいでしょうか。一応頂

いてますんで。 

 

（根小田委員） 

よろしいですか。 

 

（事務局） 

はい。行き渡りました。 

 

（森永委員） 

概要なんで、全部ちょっと、抜き出して大切なとこだけやりますんで、概要

だけ申し上げます。ページを開けて頂きまして、事業デューデリジェンスとい

うところからですね、やっていきたいと思います。まず、先ほど申しましたよ

うにこれは何をするのかと申しますと、企業の現状、例えば財政状況、あるい

は経営状況を把握する為に使う資料です。それから、再生する見込みがあるの

かどうか、再生できるとすれば、どんな方法が考えられるかということをです

ね、炙り出す為に作る作業でございます。 

まず、基本情報といたしまして、一番上に企業概要ですね、企業名だとか、

設立年月日だとか、資本金、事業所数、それから従業員者数等をですね、まず

把握していくと。まあこれは簡単なことなんですけども。それから２番目は企

業の沿革ですね。創業当時どういうな経緯で設立されたのか、今はどうなって

いるのかという経緯をですね、これを先ず把握する。３番目には経営者です。

これは、経営者の方がどんな方なのか、ということで、具体的に申しますと、

経営理念を持ってらっしゃるのか、あればそれが時代に合っているのかどうか、

あるいはその経営理念がですね、従業員さん並びに取引先の方々に周知徹底さ

れてるのかどうか、そういうことを調べます。それから経営戦略ですね、これ

あるかないか、ない企業さんもあります。それからあればそれが妥当性がある

のかどうか、それから実現できるかどうかということをですね、検討していき

ます。それからもう一つは、経営者の方の熱意ですね。今後再建する意思があ
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るのどうか等を見ていきます。それから、経営者の性質評価ですね。この方に

まかせておいていいのかどうかということを探っていきます。それから、4番目

は窮境原因ですね。なぜこういう状態に陥ったかというですね、原因を炙り出

します。いつ頃からどういうふうになったのかですね。それから、何かちょっ

とおかしくなってますけど、その次に事業モデルですね、それからビジネスモ

デルです。主要商品は何かということですね。あるいはサービスは何か。ある

いは作ってる物は何かということですね。それがどこに販売されてるのか。あ

るいは仕入先がどのようになっているのか。あるいは関連企業との関係ですね、

どうなっているのか。とですね、それからバリューンチェーン分析と言いまし

て、これは、付加価値がどのように生み出されているのかということですね。

最後にですね、収益は何から生み出されておりまして、次に何に投資されてい

るのかということをみていきます。それで、ビジネスモデルは現在通用するの

かどうか、というところを探っていくというふうになります。それから次が組

織図ですけど、組織の構成、権限がどなたにあるのか、どこまでの権限がどな

たにあるのかということを見ていきます。それから各部分の責任者はどなたな

のか。それから、予算と実績値の管理状況はどうなっているのか、ということ

ですね。それから次が、過去３年、あるいは５年間の財務諸表を見させて頂き

まして、計算値からでてくる問題点を抽出を行います。それから、次がスウォ

ット分析と申しまして、企業の強みですねストロングポイント、それと弱みで

すねウィークポイント、機会、脅威ですね。こういった起業の強み、弱みとい

った内部環境、それから、機会と脅威、ビジネスチャンスといった外部要因か

らですね、今後どのようにしていけばこの企業が存続できるかどうかを見てい

きます。それには、市場がどうなっているのか、あるいは自社のポジショニン

グがどうあるのか。あるいはそれに競合先とすればどこに優位性があるのか。

あるいは弱みがどこにあるのかということを見ていきます。それから、業務プ

ロセスの分析ですけども、これを次のページにいかしてもらいますけども、業

務のやり方ですね。業務プロセスを図式化して、どこに問題点があるのかを明

らかにしていきます。これは一例ですけど、例えば営業部門が受注していくと。

それから受けた分を製造部門が製造をしていくと。それから生産部門がそれを

多極化していくということになりますけども、どこに問題があるかということ

をですね、点検します。それを含めまして、じゃあ事業計画をどうするのかと

いうことで、策定する段階になります。それで、今までの前段階を踏まえまし

て改善策を立案していくと。それから、出したプランにつきまして、実行でき

るかどうかという改善点をですね、検討します。それから３番目に、改善策を

いつまでに何をやっていくのかということを、スケジュール化していきます。

だいたい５年間ぐらいなんですけど、それでスケジュールを立てます。それか

ら、最後にですね事業計画の策定ということで、このような改善策をとってい
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けばですね、予想損益計算書がどういうことになるのかというのを策定します。

それから企業さんでこういう再生の状況にあるところは、債務超過ですね、資

本金がマイナスに、赤字になっておりますので、その赤字の資本金勘定がいつ

になったら黒字になるのかということを、探っていきます。できれば、5年間で

回収できればベストなんですけども。それと、次に経常利益の黒字化ですね。

これがいつ達成できるのかということを、確認していきます。最後に、予想貸

借対照表を作りまして、資産と負債の正常化の時期を検討していく。このよう

な段階を踏まえまして、再生計画をたてるということになっております。以上

です。 

 

（根小田委員） 

はい。ありがとうございました。 

事業デューデリジェンスという手法と申しますか、考え方について森永議員

の方から説明をして頂きました。 

何か質問等は。 

だいたい、一般的に民間企業の再生計画なんかを考える時には、今こういう

考え方でやられてるケースが多いんでしょうか？ 

 

（森永委員） 

これでやっていくのが決まっておりましてね。全国的に。 

 

（根小田委員） 

それは、中小企業の協会の方針で決ってるのですか？ 

 

（森永委員） 

 再生支援協議会の各県に指定されているんですけども、そこでやるのは、こ

の方法をもってやります。 

 

（根小田委員） 

その、民間企業以外の公社というかそういう法人ですよね、そういうものに

ついても、それを応用してやったケースというのはあるんでしょうか？ 

 

（森永委員） 

国の公共団体ですか。  

 

（根小田委員） 

公社的な、公営的な。 



 14 

 

（森永委員） 

公社的なものは、私はやったことないですね。 

 

（根小田委員） 

 公営企業なんかについても、こういう考え方でやられるケースは今まであっ

たんですか。 

 

（森永委員） 

 第三セクターにつきましては、今までやったことがあります。 

 

（根小田委員） 

 何かご質問は。 

参考の為に今日は紹介、聞かせて頂いたんですが。今後検討、改革プランの

策定にあたる中いろいろ議論になるかと思いますので、事務局の方から改革プ

ランの策定を要求されていますけども、事務局の方で素案を作って委員会で検

討するといいますか、そういう手法でなくて委員会の中で原案を考えて、それ

をもとに改革プランを作っていく、そういう方法でやってほしいということで

すね。そういうことですので、我々の中で、改革プランの叩き台を考えていか

なければならないのですが、どなたかにお願いすると、叩き台を作って頂く方

を、ということになると思うんですが、私の考えでいきますとですね、やっぱ

り財務に、企業経営の財務に、あるいは会計、そのあたりの専門家の方に、そ

の辺にあかるい方に考えて頂くというのが一番いいのかなぁと思いますが。も

し、「やってもいいぞ」と言う人がおられたら、名乗りを上げて頂いてもいいん

ですけど。 

私の方でお願いするということで、よろしいですか。その叩き台を作って頂

く委員を。よろしいですか。 

今申しましたように、今、森永委員から民間企業の場合の再生計画なんかを

やった時の手法などご紹介頂きましたが、再生事業によく携わってこられまし

た森永委員と、それから平成 20年度に、森林整備公社の包括外部監査に関わっ

て頂きました橋本委員、両人に誠にご苦労でございますが、改革プランの叩き

台、考え方も含めましてですね、作って頂くということでいかがでしょうか。

委員長としてはそのように考えておりますが。そういうことでよろしいでしょ

うか。 

委員ご本人、森永委員とか橋本委員。そういうことでよろしいですか。 
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（森永委員・橋本委員） 

はい。 

 

（根小田委員） 

お願いします。 

それでは、そういう方向でちょっとやらして頂きたいと思います。 

ご意見がないようですので、早速でございますけれども、森永委員、橋本委

員の方で、今後の予定等、何かございましたら。 

 

（森永委員） 

よろしいですか。 

 

（根小田委員） 

どうぞ。 

 

（森永委員） 

先ほどのスケジュールでいきますと、9月末までに案を議会に提出するという

ことなんで、非常に時間的に厳しい状況にございますので、なんとか、そのご

期待に添えるかたちでやっていきたいと思いますが、皆様方も是非ご協力をお

願いしたいと思います。で今回、先ほど申しました経営者というお立場の方は、

今回ですと、県の方と公社の方になりますんで、両方の方からヒアリングをさ

せて頂きまして、先ほど申しました事業デューデリジェンスに基づきまして、

先へ進めていきたいと思っております。是非よろしくお願い致します。 

 

（根小田委員） 

そういううことで、二人には誠にご苦労お掛けしますが、よろしくお願いし

たいと思います。 

そうしますとだいたい次回は、その２回目の委員会までに、県とか公社の方

のヒアリング、そういうものをやっていきますか。 

 

（森永委員） 

そうですね。 

 

（根小田委員） 

わかりました。そういうことでお願いしたいと思います。よろしくお願い致

します。 

本日の予定してました議題は、以上でございます。次回の日程を調整して頂
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きたいと思いますが、最初に事務局の方から今後のスケジュールの説明がござ

いまして、事務局の方が月１回程度の委員会を予定しておられるということ、

それから、森永委員、橋本委員の叩き台の取りまとめもありましたので、次回

はですね、今のところ６月の下旬を考えておりますが、特に今のその６月の下

旬で、都合の悪い日程が分かっておりましたら今、教えて頂けましたら。 

 

（森永委員） 

時間はだいたい６時頃から？ 

 

（根小田委員） 

 どうなんですかね。だいたい、みなさんのお仕事の都合も。 

 

（事務局） 

 できればですね、平日の昼間とかにさせて頂きたいんですけど。大変皆さん

お忙しい中で、わりとご迷惑かけて６時以降とかですね、やってますんで。で

きましたら昼間ということで考えてますけど、６月末で時間が調整できれば。

もしどうしても昼間が難しければ、夜というかたちでご了解をいただければな

というふうに思っております。 

 

（根小田委員） 

 今やりますか？今各委員に聞きますか？  

 

（事務局） 

 先に事務局の方で調整はさせて頂きたいと思うんです。先ほどの森永先生の

お話で、我々の方も、事務局の方では毎月ということなんで、できれば９月で

ございますんで、早めにということで思ってますので、６月のですね最終に、

この日だけはだめということであれば少し教えて頂いて、調整をさして頂きた

いなと。後ろにこけると、どんどんどんどんこけてしまう恐れがございますん

で、策定の方に影響を与えるかなと。 

  

（根小田委員） 

 では私から言いましょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（根小田委員） 
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 ６月 23、24の水木は、昼間ははずしてほしいんですけど。夜ならば大丈夫で

す。 

 

（事務局） 

そうですか。 

今、根小田先生、委員長の方から 23、24のだめという話でしたが。もし今の

ところでなければですね、事務局の方で調整をさせて頂いてということでよろ

しければ、後日また調整をさせて頂きます。 

 

（根小田委員） 

そしたら、事務局の方がだいたいそのあたりでと考えているがいかがかとい

うことで、各委員のスケジュールを確認して頂くということで。 

 

（事務局） 

 はい。またご報告させて頂きます。 

 

（根小田委員） 

 そういうことで、次回の会議は決定させて頂きたいと思います。 

 今日は、最初の会議で議題もそんなにありませんので、以上で議事は終了さ

せてもらいます。森永委員と橋本委員には大変ご迷惑をおかけ致しますが、よ

ろしくお願いします。 

 本日の会はこれで終了してもよろしいですか。 

 

（事務局） 

はい。十分。 

 

（根小田委員） 

 それではこれで終了させて頂きます。ありがとうございました。 

 


